
生駒市条例第８号 

生駒市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２９年３月１５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市介護保険条例の一部を改正する条例 

生駒市介護保険条例（平成１２年３月生駒市条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

附則に次の１条を加える。 

（平成２９年度における保険料率の特例） 

第８条 平成２９年度における保険料率は、第４条第１項の規定にかかわらず、

次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

とする。 

(1) 令附則第２０条第１項第１号に掲げる者 ２８，５５０円 

(2) 令附則第２０条第１項第２号に掲げる者 ３７，１２０円 

(3) 令附則第２０条第１項第３号に掲げる者 ４２，８３０円 

(4) 令附則第２０条第１項第４号に掲げる者 ５１，３９０円 

(5) 令附則第２０条第１項第５号に掲げる者 ５７，１１０円 

(6) 次のいずれかに該当する者 ６８，５３０円 

ア 合計所得金額（租税特別措置法第３３条の４第１項若しくは第２項、第

３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１

項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該

合計所得金額から令附則第１９条第２項に規定する特別控除額を控除して

得た額とする。以下この項において同じ｡)が１２０万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 



イ  要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附則第

２０条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く｡)、次号イ、第８号イ、第

９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イに該当する者を除く｡) 

(7) 次のいずれかに該当する者 ７４，２４０円 

ア 合計所得金額が１９０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附則第

２０条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く｡)、次号イ、第９号イ、第

１０号イ、第１１号イ又は第１２号イに該当する者を除く｡) 

(8) 次のいずれかに該当する者 ８５，６６０円 

ア 合計所得金額が２９０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附則第

２０条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く｡)、次号イ、第１０号イ、

第１１号イ又は第１２号イに該当する者を除く｡) 

(9) 次のいずれかに該当する者 ９１，３７０円 

ア 合計所得金額が４００万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附則第

２０条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く｡)、次号イ、第１１号イ又

は第１２号イに該当する者を除く｡) 



(10) 次のいずれかに該当する者 ９９，９４０円 

ア 合計所得金額が８００万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附則第

２０条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く｡)、次号イ又は第１２号イ

に該当する者を除く｡) 

(11) 次のいずれかに該当する者 １１４，２２０円 

ア 合計所得金額が１，０００万円未満である者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附則第

２０条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く｡)又は次号イに該当する者

を除く｡) 

(12) 次のいずれかに該当する者 １２５，６４０円 

ア 合計所得金額が１，２００万円未満である者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附則第

２０条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く｡)に該当する者を除く｡) 

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 １３７，０６０円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成

２９年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、２５，６９０円とす

る。 

附 則 



この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 


